
令和７年７月１日 

ご購読の皆様へ 

訂正とお詫び 

 

「公売事務の手引（第６版）」（令和６年６月発行）に誤りがありますので、 

下記のとおり訂正いたします。  

 

訂正 

●424 ページ（12-13 行目） 「教示文の例示及び公売関係書類に付す処分理由付記について」の項  

誤：  

１ 審査請求 

あなた（貴社）が、上記①から③の処分について不服があるときは、それぞれ①公売公告がされたこ
と、②最高価申込者の決定がされたこと、③売却決定がされたことを知った日の翌日から起算して３
月以内に、○○市⾧に対して書面をもって審査請求をすることができます（なお、この処分があった
ことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経
過すると審査請求をすることができなくなります。） 。 

↓ 

正： 

１ 審査請求 

あなた（貴社）が、上記①から④の処分について不服があるときは、それぞれ①公売公告がされたこ
と、②最高価申込者の決定がされたこと、③次順位買受申込者の決定がされたこと、④売却決定がさ
れたことを知った日の翌日から起算して３月以内に、○○市⾧に対して書面をもって審査請求をする
ことができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、
この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。） 。 

 

なお、実際の書籍表記に対応した正誤表について、公式出版 Web サイト(https://shop.zeikyo.or.jp)
上の該当書籍詳細ページに掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

以上、訂正がありましたことを深くお詫びいたします。 

公益財団法人 東京税務協会 

[公式 Web サイト] [正誤表(PDF)掲載ページ] 






